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簡易公募型競争入札方式に係る手続き開始の公示

(建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）)

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始します。

令和５年１月２４日

分任支出負担行為担当官

秋田港湾事務所長 渡部 秀幸

１．業務概要

（１）業務名 能代港出張所庁舎改修実施設計（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

（２）業務内容

本業務は、秋田港湾事務所能代港出張所の移転先である能代法務合同庁舎の内部改

修についての設計業務である。

主な業務は、以下のとおりである。

・建築、電気設備及び機械設備

（３）履行期間

契約締結日から令和５年７月３１日までとする。

（４）「若手技術者登用促進型」試行業務

本業務は、４０歳未満（業務の公示日が含まれる年度の当初（４月１日）において）

の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下、技術指導者）を担当技術者

として配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配

置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。

（５）本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務である。た

だし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方

式に代えることができる。

（６）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対

象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方

式に代えるものとする。

（７）本業務は、「予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）」（以下「予決令」とい

う。）第８５条に基づく調査基準価格に満たない価格で契約した場合（予定価格が１０

０万円を超え１，０００万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算

定した価格（以下「品質確保基準価格」という。）に満たない価格で契約した場合」）に

ついて、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無にかかわらず、受注

者の負担において第三者照査を実施することを義務付ける試行業務である。

（８）本業務は、見積参考資料を開示する試行業務である。

２．指名されるために必要な要件
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入札に参加しようとする者は、（１）に掲げる資格を満たしている単体企業であること。

（１）単体企業

１）予決令第９８条において準用する第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であ

ること。

２）東北地方整備局（港湾空港関係）における令和３・４年度「建設コンサルタント等」

業務に係る一般競争（指名競争）参加資格Ａ又はＢ等級の決定を受けていること（会

社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者については、手続開始の決定後、東北地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一

般競争（指名競争）参加資格の再決定を受けていること。）。

３）会社更生法に基づき更生手続きの申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続き開始の申立てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定がな

された者を除く。）でないこと。

４）参加表明書の提出期限の日から開札時までの期間に、東北地方整備局から、「地方整

備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月

３１日港管第９２７号）に基づく指名停止を受けている者でないこと。

５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれらに準ず

るものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が

継続している者でないこと。

６）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく建築士事務所の登

録を受けていること。

（２）入札参加者間の公平性

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。

（イ）子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会

社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定による親会社等

をいう。以下同じ。）の関係にある場合

（ロ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

② 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（イ）については、会社等（会

社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等
をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第４項
に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14年法律
第 154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
（イ）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員の

うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ね

ている場合。

１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査
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等委員である取締役

(ⅱ) 会社法第２条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ) 会社法第２条第 15号に規定する社外取締役
(ⅳ) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている取締役

２）会社法第 402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
３）会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会
社をいう。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場
合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）

４）組合の理事

５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる者

（ロ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更

生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）

を現に兼ねている場合。

（ハ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められた場合。

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その

他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。

３．入札参加者を指名するための基準

参加表明書を提出した者のうち、２．に規定する「指名されるために必要な要件」を全

て満たす者の中から参加表明者の経験及び能力、配置予定管理技術者の経験及び能力、業

務実施体制を評価し、１０者程度を指名する。ただし、「指名されるために必要な要件」

を全て満たす者が１０者未満の場合はこの限りでない。

４．落札者の決定方法

（１）入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、予定価格は設計図

書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格

が１，０００万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によって

は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら

れるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価

格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることが

ある。

（２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格に満たない

場合は、予決令第８６条の調査及び業務コスト調査を行う。

（３）最低価格をもって入札した者が２人以上あるときは、当該者のくじ引きにより落札

者を決定する。
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５．入札手続等

（１）担当部局

〒０１１－０９４５ 秋田市土崎港西１－１－４９

東北地方整備局 秋田港湾事務所 総務課 品質管理係

電話 ０１８－８４７－２５１２

（２）入札説明書の配付期間、配付場所及び配付方法

配付期間：表－１のとおり入札情報サービス（https://www.pas.ysk.nilim.go.jp

/）より配付する。ただし、書面による配付を希望する場合は、あらか

じめその旨を上記（１）の担当部局へ申し込みを行った上で、上記の

期間に（１）の担当部局にて無償で配付する。

（３）参加表明書の提出方法、提出場所及び提出期限

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た

紙入札方式の場合は、持参、郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る）又

は託送（書留郵便と同等のものに限る）によること。また返信用封筒として、宛先

を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金（４０４円）に相当する切手を貼

って参加表明書と併せて提出すること。

提出場所：持参、郵送又は託送による場合は、上記（１）に同じ。

提出期限：表－１のとおり

（４）指名の通知

表－１に示す期限までに、電子入札システムにより通知する。ただし、紙入札方

式よる参加者に対しては、書面により通知する。

（５）入札書の提出方法、提出場所、提出期限、開札日時及び開札場所

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た

紙入札方式の場合は、持参、郵送又は託送により提出すること。電送（ファクシミ

リ）による入札は認めない。

提出場所：持参、郵送又は託送による場合は、上記（１）に同じ。

提出期限：表－１のとおり

開札日時：表－１のとおり

開札場所：秋田港湾事務所 会議室

６．その他

（１）手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

１）入札保証金：免除

２）契約保証金：免除

（３）参加表明書の無効

提出書類について、この書面及び様式に示された条件に適合しない場合は無効と

することがある。

（４）入札の無効
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この公示において示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加

表明書に虚偽の記載をした者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札は無

効とする。

（５）手続きにおける交渉の有無：無

（６）契約書作成の要否：要

（７）関連情報を入手するための照会窓口：５．（１）に同じ。

（８）受注後の他業務への入札に関する事後制限

１）本業務を受注した場合、本業務の受注者及び受注者と資本面・人事面で関係のあ

る者、担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある

者は、本業務の対象工事（又は調査測量業務）への入札参加及び下請けとしての参

加は認めない。

２）資本面・人事面で関係があるとは、次に該当するものをいう。

① 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有

し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。

② 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合。

（９）詳細は入札説明書による。
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表－１

入札説明書及び特記仕様書の 令和５年１月24日(火)から令和５年２月21日(火)

配布期間 までの9時00分から16時00分まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

参加表明書の提出期限 令和５年２月３日（金）16時00分

指名の通知 令和５年２月13日（月）を予定

入札書の提出期限 令和５年２月21日（火）16時00分

開札日時 令和５年２月22日（水）９時30分


